
東伊豆町

受　付

決　定

受　理

確　定

受　理

支　払

有効期間は、登録の日からその日の属する年度の翌年度の末日までとする。（最大２年間） 

問い合わせ：観光産業課　９５－６３０１

申請から２週間程度かかります。

補助金交付決定通知書（様式第２号）

住宅リフォーム　補助金申請～交付までの手続き

交付請求書（様式第７号）

補助金支払

着手済の工事は

申請できません

届　出

工事完了届（様式第５号）　3/10まで

着　工

　　　　　・領収書

請　求

　　　　　・工事完了写真

　　　　・住民票の写し

補助金交付申請書（様式第１号）

　　　　・見積書

　　　　・外観写真、工事箇所写真

補助金交付確定通知書（様式第６号）

　　　　・固定資産評価証明書

受　理

※令和４年度より改正

競争入札参加資格認定を受けている業者以外の
町内施工業者が補助申請者の工事を施工する場合には、
事前に町に対して資格登録をする必要があります。（※交付申請書と同時でも可）

（１）東伊豆町住宅リフォーム振興事業工事施工業者資格登録申請書
（２）法人登記全部事項証明書（法人の場合）
（３）住民票の写し（個人の場合）
（４）直近の納税証明書等（個人の場合）

申　請

申請者

受　理

書
類
審
査

完
了
検
査

※工事金額の２０％を超える変更が生じる場合、変更申請が必要です。


